
令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 

介 護 ケ ア 推 進 課 

 

第９期京都市民長寿すこやかプラン（京都市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）の策定に係る高齢

者の生活と健康に関する調査等の業務の受託事業者の公募に関する参加希望者からの質疑に対する回答

について 

 

標記の件について、下記のとおり回答する。 

 
記 

 
NO 該当箇所 質問内容 回答 

1 

（別紙 1）仕様書、

P1、項番 4（2）オ 

集計ソフトとは、具体的に何を

集計するものでしょうか。 

各アンケートの各項目について、各回答

者がどう回答したか、単純集計及びクロス

集計の元となるデータを想定しています。 

2 

（別紙 1）仕様書、

P1、項番 4（2）オ 

集計ソフトのアプリケーションに

指定、制限などはございますか

（例えば Excel、アクセスなど）。 

可能であれば、Excel でお願いします。 

3 

（別紙 3）作成要領、

P1、項番 1 

企画提案書が 20 頁以内とされ

ていますが、次ページの「3 企

画提案書の作成上の留意事項

（1）ア枚数」で 20 枚以内（両面

使用可）となっています。最大

頁数は 20 頁と 40 頁のどちら

でしょうか。 

最大頁数は 20 頁です。両面印刷であれ

ば、10 枚以内としてください。 

ただし、参考資料等は、別途ページ外でつ

けていただいて差し支えありません。 

4 

（別紙 3）作成要領、

P2、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ） 

要介護高齢者数及び各介護サ

ービスの見込み量の算出ロジ

ックとはどのようなものでしょう

か。 

本アンケート調査は、翌年度策定予定の

介護保険事業計画を策定する基礎資料と

するために行っております。計画策定にお

いては、将来（次期計画期間、2025 年・

2040 年等）の要介護高齢者数やサービス

見込み量を推計しますので、その計算方

法等を御提案いただくことを想定していま

す。 

5 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の市民に対する調査

で、調査対象先は貴市からご

提供いただけるのでしょうか。 

提供いたします。 

調査対象先の詳細をお伝えします。 



6 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の宛先をご提供いた

だける場合、媒体はデータでし

ょうか。宛名シールでしょうか。 

宛名シールです。 

7 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の宛先をご提供いた

だける場合、いただける項目を

ご教示ください。 

氏名・郵便番号・住所です。 

シール外ではありますが、台紙に被保険

者番号も記載されています。 

8 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の宛先をご提供いた

だけない場合、貴市から住民基

本台帳のデータの閲覧許可を

いただけるのでしょうか。 

－ 

9 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の宛先を住民基本台

帳のデータから取得する際の

閲覧手数料をご教示ください。 
－ 

10 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の宛先を住民基本台

帳のデータから取得する場合、

要介護認定、要支援認定の有

無も項目として取得ができます

か。 

－ 

11 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（a）～（d）の宛先を住民基本台

帳のデータから取得する場合、

該当業務を外注委託すること

は可能ですか。 

－ 

12 

（別紙 3）作成要領、

P3、項番 3（1）イ

（ア）（ゥ）【実施手法

案】 

（e）に該当するサービス種類は

以下の認識でよろしいでしょう

か。 

「介護老人福祉施設」「介護老

人保健施設」「介護療養型医療

施設」「地域密着型介護老人福

祉施設」「認知症対応型共同生

活介護」「特定施設入居者生活

介護」「地域密着型特定施設入

居者生活介護」 

「介護老人福祉施設」「介護老人保健施

設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」

「地域密着型介護老人福祉施設」「認知症

対応型共同生活介護」「特定施設入居者

生活介護」「地域密着型特定施設入居者

生活介護」です。 

 


